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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降台を昇降させる機構部と、機構部を駆動することによって昇降台を昇降させるサー
ボモータ、とを備えている昇降装置であって、
　昇降台の昇降を停止させて高さを保持する際に、昇降台の停止後にサーボモータのトル
クを監視し、サーボモータのトルクが所定の閾値以上になると、昇降台の停止後にサーボ
モータにより昇降台を所定高さだけ下降させるようにサーボモータを制御する、制御部を
備えていることを特徴とする、昇降装置。
【請求項２】
　機構部は、昇降台のカウンターウェイトも、機構部を固定するブレーキも備えず、サー
ボモータのトルクのみによって、昇降台の高さを保持するように構成されていることを特
徴とする、請求項１の昇降装置。　
【請求項３】
　台車と、台車から上方へ起立するマストと、請求項１，２のいずれかの昇降装置とを備
え、
　前記機構部はマストに収納され、昇降台はマストにそって昇降するように構成されてい
ることを特徴とする、スタッカークレーン。
【請求項４】
　前記機構部は、マストの下部と上部とに取り付けられている上下の歯車と、上下の歯車
に巻き掛けられているエンドレスの駆動媒体とを備え、
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　サーボモータは、上下いずれかの歯車に接続されて、サーボモータからのトルクにより
歯車を固定するように構成されていることを特徴とする、請求項３のスタッカークレーン
。
【請求項５】
　昇降台を昇降させる機構部と、機構部を駆動することによって昇降台を昇降させるサー
ボモータと、サーボモータを制御する制御部、とを備えている昇降装置での、昇降台の高
さ保持方法であって、
　昇降台の昇降を停止させて高さを保持する際に、昇降台の停止後に制御部によりサーボ
モータのトルクを監視し、サーボモータのトルクが所定の閾値以上になると、昇降台の停
止後に、サーボモータにより昇降台を所定高さだけ下降させることを特徴とする、昇降台
の高さ保持方法。
【請求項６】
　前記昇降装置と、台車と、台車から上方へ起立するマストとを備え、前記機構部がマス
トに収納されて、昇降台はマストにそって昇降する、スタッカークレーンでの、昇降台の
高さ保持方法であることを特徴とする、請求項５の昇降台の高さ保持方法。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、昇降装置とスタッカークレーンとに関し、特に昇降台の高さの保持に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１（特許4962535）は、サーボモータにより昇降台を昇降させるスタッカーク
レーンを開示している。ここでサーボモータ自体により昇降台の高さを保持し、ブレーキ
を設けないようにすると、スタッカークレーンを軽量化できる。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許4962535
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　発明者は、昇降台を固定するブレーキも、昇降台の重量とバランスするカウンターウェ
イトも設けないと、昇降台の停止後に、サーボモータのトルクが定格トルク近くまで増加
し、過負荷エラーを起こすことがあることを見出した。そこでこの発明の課題は、昇降台
が停止し、その高さをサーボモータのトルクにより保持する際に、トルクが増加して過負
荷エラーが生じないようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、昇降台を昇降させる機構部と、機構部を駆動することによって昇降台を昇
降させるサーボモータ、とを備えている昇降装置であって、
　昇降台の昇降を停止させて高さを保持する際に、昇降台の停止後にサーボモータにより
昇降台を所定高さだけ下降させるようにサーボモータを制御する、制御部を備えているこ
とを特徴とする。
【０００６】
　またこの発明は、昇降台を昇降させる機構部と、機構部を駆動することによって昇降台
を昇降させるサーボモータ、とを備えている昇降装置での、昇降台の高さ保持方法であっ
て、



(3) JP 6432876 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

　昇降台の昇降を停止させて高さを保持する際に、昇降台の停止後に、サーボモータによ
り昇降台を所定高さだけ下降させることを特徴とする。
【０００７】
　発明者は以下のことを見出した。
・　昇降台を上昇させて停止させたときでも、下降させて停止させたときでも、昇降台の
高さの保持に必要なトルクは、停止の直前に昇降台は上昇していたか下降していたかで変
化する。
・　停止直前に昇降台が上昇していた場合、停止後にサーボモータのトルクが増加し、そ
の後も高い値に保たれる。　
・　昇降台はサーボモータにより昇降するので、上昇して停止する場合でも、停止直前に
オーバーシュートした後に下降することもある。また下降して停止する場合でも、停止直
前にオーバーシュートした後に上昇することもある。
・　停止直前に下降していた場合に保持トルクが小さくなることは、機構部から昇降台の
下降に抵抗する力が加わり、停止後もこの力が保持されていることを示唆する。また停止
直前に上昇していた場合に保持トルクが大きくなることは、機構部から昇降台の上昇に抵
抗する力が加わり、停止後もこの力が保持されていることを示唆する。
・　昇降台の停止後に、僅かな高さだけサーボモータにより下降させると、下降する高さ
が微小で、かつ昇降台の下降速度は僅かなので、昇降台がアンダーシュートすることはな
く、昇降台は下降しながら停止する。
【０００８】
　そこで、昇降台の停止後に、サーボモータにより昇降台を所定高さだけ下降させると、
昇降台の高さの保持に必要なトルクが小さくなり、サーボモータの過負荷エラーを防止で
きる。なおこの明細書において、昇降装置に関する記載は、スタッカークレーンにも、昇
降台の高さ保持方法にも当てはまる。
【０００９】
　好ましくは、前記制御部は、昇降台の停止後にサーボモータのトルクを監視し、サーボ
モータのトルクが所定の閾値以上になると、昇降台を所定高さだけ下降させるように構成
されている。トルクは例えばサーボモータの駆動電流により監視する。このようにして、
昇降台が昇降を停止した後に、高さの保持に必要なトルクが増加すると、昇降台を下降さ
せて、必要なトルクを小さくする。停止後に一律に昇降台を再下降させる場合に比べ、昇
降台のサイクルタイムへの影響を小さくできる。
【００１０】
　好ましくは、機構部は、昇降台のカウンターウェイトも、機構部を固定するブレーキも
備えず、サーボモータのトルクのみによって、昇降台の高さを保持するように構成されて
いる。このようにすると、昇降装置は小型でかつ軽量になる。
【００１１】
　例えば、この発明の昇降装置あるいは昇降台の高さ保持方法を、台車と、台車から上方
へ起立するマストとを備えるスタッカークレーンに適用し、機構部をマストに収納して、
昇降台をマストにそって昇降させる。するとスタッカークレーンの昇降台が停止した後の
、サーボモータの過負荷エラーを防止できる。特に、カウンターウェイトも機構部を固定
するブレーキも備えていない場合、軽量で小型のスタッカークレーンとなる。
【００１２】
　好ましくは、前記機構部は、マストの下部と上部とに取り付けられている上下の歯車と
、上下の歯車に巻き掛けられているエンドレスの駆動媒体とを備え、サーボモータは、上
下いずれかの歯車に接続されて、サーボモータからのトルクにより歯車を固定するように
構成されている。このようにすると、カウンターウェイトもブレーキも無しに、昇降台の
高さを保持できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例のスタッカークレーンの正面図
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【図２】実施例でのサーボモータの制御部のブロック図
【図３】昇降装置の停止直前の挙動と、昇降台の高さ位置を保持するためのトルクとの関
係を示す図
【図４】実施例での、昇降台の高さ位置の保持アルゴリズムを示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に本発明を実施するための最適実施例を示す。この発明の範囲は、特許請求の範囲
の記載に基づき、明細書の記載とこの分野での周知技術とを参酌し、当業者の理解に従っ
て定められるべきである。
【実施例】
【００１５】
　図１～図４に、スタッカークレーン２を例に実施例の昇降装置を示す。なおこの発明は
、天井走行車、固定のマストにそって昇降台を昇降させる昇降装置、等にも適用できる。
図において、４は台車で走行車輪５を備え、６は例えば左右一対のマストで、連結部７に
より連結され、マスト６の本数は任意で、例えば１本でも良い。８は昇降台で、スカラア
ーム、スライドフォーク等の移載装置９を備え、昇降台８は例えばチェーン１０によって
支持されて昇降する。１２はチェーン１０のスプロケット、１４は昇降用のサーボモータ
で、スプロケット１２を回転させる。サーボモータ１４は、マスト６の下部のスプロケッ
トを駆動するが、上部のスプロケットを駆動しても良い。なおチェーン１０に代えてベル
ト等を用い、スプロケット１２に代えてギア等を用いても良い。またＷは移載装置９上に
載置された荷物である。
【００１６】
　スタッカークレーン２は、昇降台８のカウンターウェイトを有さず、これによって軽量
化とマスト６の小型化を図っている。また摩擦等によりスプロケット１２を固定する、電
磁式あるいは機械式のブレーキを備えず、サーボモータ１４によりスプロケット１２を固
定することにより、昇降台８を一定の高さに保持する。これによって、スタッカークレー
ン２をさらに軽量化している。なおカウンターウェイトを有する場合、あるいは電磁ブレ
ーキ等を有する場合でも、サーボモータ１４の出力トルクを昇降台８の位置の保持に用い
る場合に、実施例は有効である。
【００１７】
　実施例の適用範囲は、スタッカークレーン２に限らない。天井走行車は、台車と、昇降
台を昇降させるホイストとを備え、このホイストでの昇降台の昇降用のサーボモータに、
実施例を適用することができる。また台車を備えず、固定のマストに沿って昇降する昇降
台を有する昇降装置等にも、実施例を適用することができる。
【００１８】
　図２はサーボモータ１４の制御部１７を示し、１５はトルクセンサで、サーボモータ１
４の駆動電流から、サーボモータ１４の出力トルクを測定する。１６はエンコーダで、差
分器１８はエンコーダ１６の信号の時間当たりの差分から、サーボモータ１４の回転に関
する速度信号を求める。２０は位置指令発生器で、昇降台の高さ位置の目標値を位置指令
として発生し、停止時（昇降台高さの保持時）には高さ位置の目標値は一定である。また
２２は、サーボモータのトルクを閾値と比較する比較器である。速度指令発生器２４は、
位置指令とエンコーダ１６から求めた高さ位置との誤差から速度指令を発生し、電流指令
発生器２６は、速度指令と差分器１８により求めた速度信号との誤差から電流指令を発生
し、サーボアンプ２８は、電流指令とトルクセンサ１５等により求めたモータ電流との差
を解消するように、サーボモータ１４へ電流を供給する。
【００１９】
　比較器２２には、トルクセンサ１５からサーボモータ１４の駆動電流が入力されて、所
定の閾値と比較する。なお駆動電流の代わりに、サーボモータ１４の駆動電圧等を、出力
トルクを表す信号として、用いても良い。比較器２２は、昇降台が停止することにより動
作を開始し、次の目標位置への昇降を開始すると動作を停止する。比較器２２は、サーボ
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モータ１４の出力トルクが所定値以上になると、その旨の信号を位置指令発生器２０に入
力し、この信号に対して、位置指令発生器２０は昇降台の高さ位置の目標値を所定高さだ
け低下させて、サーボモータ１４により昇降台を下降させる。なお所定高さは、下降後の
昇降台の停止高さが許容範囲を下回らないように定め、例えば１ｍｍ～５ｍｍ程度である
。所定高さだけ昇降台を下降させた後に昇降台が停止すると、比較器２２を再動作させて
も、させなくても良い。
【００２０】
　昇降台の高さをサーボモータ１４により保持すると、サーボモータ１４の出力トルクが
定格トルク近くまで増加することがあり、これはサーボモータ１４の過負荷エラーを引き
起こす。これに対して、サーボモータ１４の出力トルクが定格トルク近くまで増加する前
に、昇降台の位置を下降させると、昇降台の保持に必要なトルクが減少し、過負荷エラー
は生じない。
【００２１】
　このことを図３により説明する。昇降台を上昇させて停止させたときでも、下降させて
停止させたときでも、昇降台の高さの保持に必要なトルクは、停止の直前に昇降台は上昇
していたか下降していたかで変化する。より詳細には、停止直前に昇降台が上昇していた
場合、停止後数十ｍ秒程度の時定数でサーボモータのトルクが増加し、昇降台の上昇動作
に必要な程度のトルクあるいはそれ以上トルクに達して、その後も高い値に保たれる。
【００２２】
　昇降台はサーボモータ１４により昇降するので、上昇して停止する場合でも、停止直前
にオーバーシュートした後に下降することもある。また下降して停止する場合でも、停止
直前にオーバーシュートした後に上昇することもある。そして停止直前に上昇していた場
合に昇降台の保持に必要なトルクは大きく、下降していた場合に保持トルクは小さい。次
ぎに昇降台の保持トルクの大小は、上部のスプロケットにサーボモータを接続しても、下
部のスプロケットにサーボモータを接続しても同じであるが、昇降台に荷物があると保持
トルクは大きくなる。
【００２３】
　停止直前に下降していた場合に保持トルクが小さくなることは、昇降台とチェーン、ス
プロケット等から、下降に抵抗する力が加わり、停止後もこの力が保持されていることを
示唆する。逆に、停止直前に上昇していた場合に保持トルクが大きくなることは、昇降台
とチェーン、スプロケット等から、上昇に抵抗する力が加わり、停止後もこの力が保持さ
れていることを示唆する。
【００２４】
　実施例では、昇降台が停止直前に必ず下降するように制御するのではなく、昇降台が停
止した後に、サーボモータの出力トルクを監視し、トルクが所定値を越えると微小な所定
高さだけ下降させる。実施例の制御アルゴリズムを図４に示す。ステップＳ１で、昇降台
を目標の高さ位置で停止させ、次いで高さの目標値を一定に保持し（ステップＳ２）、サ
ーボモータの出力トルクを監視する（ステップＳ３）。出力トルクが所定値以上の場合、
昇降台の目標高さを所定高さだけ低下させて、サーボモータにより昇降台を下降させる（
ステップＳ４）。この所定高さは微小で、かつ昇降台の下降速度は僅かなので、昇降台が
アンダーシュートすることはなく、昇降台は下降しながら停止する。これによって、昇降
台の高さの保持に必要なトルクが低下し、サーボモータの過負荷エラーを防止できる。
【００２５】
　実施例では、サーボモータ１４のトルクを監視したが、例えば停止直前のエンコーダの
出力、あるいはサーボモータへの速度指令の記録、駆動電流の向きの記録等から、停止直
前に昇降台が上昇していたか下降していたかを判別できる。そこで昇降台を停止させた後
に、これらの記録により微小距離の下降の要否を定めても良い。また停止直前に上昇して
いたか下降していたかを問わず、停止後に所定高さだけ下降させても良いが、一律に下降
させると、昇降台の昇降に要するサイクルタイムが長くなるので、要求されるサイクルタ
イムに応じて採用すればよい。
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【００２６】
　実施例では以下の効果が得られる。
1)　カウンターウェイトも電磁ブレーキ等のブレーキも不要で、スタッカークレーン２を
軽量かつ小型にできる。
2)　昇降用のサーボモータの過負荷エラーを防止できる。
3)　昇降台が必ず下降しながら停止するように制御することは難しいが、停止した後にサ
ーボモータの出力トルクを監視することは容易である。
4)　停止後に出力トルクが増加した場合のみ下降させればよいので、サイクルタイムへの
影響が小さい。　
【００２７】
　実施例ではチェーン１０と上下のスプロケット１２を機構部としたが、歯付ベルトと上
下の歯車、ラックとピニオン、ボールネジ等でも良い。またトルクは絶対値を問題にして
、トルクの向きは問題にしない。　
【符号の説明】
【００２８】
２　　　　　スタッカークレーン
４　　　　　台車
５　　　　　走行車輪
６　　　　　マスト
７　　　　　連結部
８　　　　　昇降台
９　　　　　移載装置
１０　　　　チェーン
１２　　　　スプロケット
１４　　　　サーボモータ
１５　　　　トルクセンサ
１６　　　　エンコーダ
１７　　　　制御部
１８　　　　差分器
２０　　　　位置指令発生器
２２　　　　比較器
２４　　　　速度指令発生器
２６　　　　電流指令発生器
２８　　　　サーボアンプ
　
Ｗ　　　　　荷物
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